
   

 
平成 16 年 5 月 10 日 
日 本 銀 行 

 
 

株式買入における買入対象先の第４回募集について 
 
 

1．はじめに 

日本銀行は、「株式買入等基本要領」（平成14年10月11日公表）に基づく

株式買入における買入対象先を見直すため、買入対象先の第４回募集を行い

ます。ついては、株式の買入対象先になることを希望する銀行（現在、買入対

象先となっている銀行を含みます。以下、単に「希望先」といいます。）にお

かれては、下記の要領により、申込みを行って下さい。 

なお、株式買入における買入対象先は、「株式買入における買入対象先選

定基本要領」（平成14年10月11日公表）に基づき、原則として６か月に１回

の頻度で見直すこととしており、今回は、昨年11月に続く第４回目の募集に

あたります。 

 

2． 買入対象先の選定申込み手続き等 

（1）選定申込み 

希望先は、締切期限までに、以下の書類を、日本銀行考査局総務課に提出

して下さい。 

   ＜締切期限＞ 

    平成16年5月25日（火）午後3時 

   ＜提出する書類＞ 

   （ａ）「株式買入対象先選定申込書」（別添１） 

   （ｂ）「株式買入にかかる暫定基礎計数報告」（別添２） 

（2）選定結果等の通知 

選定結果等は、平成16年5月26日（水）を目処に、日本銀行考査局総務課

から通知する予定です。 



   

（3）買入対象先の選定後の手続き 

イ.  現在、買入対象先ではなく、今回の選定により新規に買入対象先となっ

た先（以下、「新規対象先」といいます。）には、平成16年5月28日（金）

までに、日本銀行から、具体的な事務手続を定めた細則を交付するととも

に、細則を守る旨等を定めた約定を日本銀行との間で締結して頂きます。

また、日本銀行の株式買入事務の受託者である日本マスタートラスト信託

銀行株式会社への所要の書類提出等も必要となります。手続きの詳細は、

買入対象先に対して別途ご連絡します。 

ロ. 現在の買入対象先であり、今回の選定の結果、再度、買入対象先となっ

た先（以下、「継続対象先」といいます。）では、イ.の手続きは不要です。 

ハ．新規対象先、継続対象先とも、平成16年6月30日（水）までに、「株式買

入にかかる修正基礎計数報告」（別添３）を日本銀行考査局総務課に提出

して下さい。 

 

 

3． 株式買入対象先の選定基準 

希望先のうち、次の（1）から（4）までの基準を満たす先を、買入対象先

に選定します。ただし、（3）については、「株式買入にかかる暫定基礎計数

報告」（別添２）による暫定値または速報値により判断します。 

(1)  銀行（銀行法＜昭和 56 年法律第 59 号＞第 2条第 1項に規定する銀行

をいう。ただし、同法第 47 条第 2項に規定する外国銀行支店、整理回収

機構および預金保険法＜昭和46年法律第34号＞第2条第13項に規定す

る承継銀行を除く。）であること。 

(2)  日本銀行の当座預金取引の相手方であること。 

(3)  平成 16 年 3 月末における規制対象株式残高（銀行等の株式等の保有

の制限等に関する法律＜平成13年法律第131号＞第3条第1項に規定す

る株式等の保有額をいう。）が基本的項目の額（銀行法第 14 条の 2の規

定に基づき自己資本比率の基準を定める件＜平成 5 年大蔵省告示第 55

号＞第 4条または第 23 条に定める基本的項目の額をいう。）を上回って

いること。 



   

(4)  証券取引に係る法令違反その他「株式買入等基本要領」に基づく株式

買入等の適切な運営に支障を来たし得る特段の事情が存在しないこと。 

 

なお、今回の買入対象先として選定されなかった先のうち、規制対象株式

残高の確定値および基本的項目の額の確定値で判断すると(3)の基準を満た

すために、新たに買入対象先になることを希望する先は、平成16年6月30日

（水）までに、「株式買入対象先選定申込書」（別添１）および「株式買入

にかかる修正基礎計数報告」（別添３）を日本銀行考査局総務課に提出して

下さい。 

 

４．買入対象先選定結果の適用期間 

今回の選定結果の適用期間は、平成16年5月26日（水）から平成16年9月末（買

入れの申込受付日は平成16年9月24日＜金＞）までの間とします。ただし、上

記期間中でも、「株式買入にかかる修正基礎計数報告」（別添３）により、３．

(3)の基準を満たさないことが判明した場合や、３．(1)、(2)および(4)の基準

を満たさないと認められる場合には、買入対象先から除外します。 

新規対象先からの株式買入申込みの受付けは、平成16年5月31日（月）から

となります。一方、現在の買入対象先が、今回の選定の結果、買入対象先とな

らなかった場合、当該買入対象先からの株式買入は、平成16年5月25日（火）

約定分までとします。 

 

５．買入対象先別の買入限度額 

（１）適用期間 

買入対象先別の買入限度額については、基礎計数確定までの日数を勘案し

て、次の２期間に分けて適用します（具体的な期間および金額はその都度、

日本銀行から通知します）。 

①暫定限度額適用期間 

 平成 16 年 5 月 26 日（水）から②の修正限度額適用期間の開始日前日ま

での間（継続対象先の場合、平成 16 年 5 月 25 日＜火＞以降の買入申込

分＜5月 26 日以降の約定分＞に、新しい暫定限度額が適用されます）。 



   

②修正限度額適用期間 

 「株式買入にかかる修正基礎計数報告」（別添３）に基づき、買入限度額

を修正適用した時点から、買入対象先選定結果の適用期間の終了までの

間。 

（２）暫定限度額適用期間の取扱い 

  暫定限度額適用期間での買入限度額は、次のいずれかの金額のうち小さ

い金額とします。 

① 「株式買入にかかる暫定基礎計数報告」（別添２）における「規制対象

株式残高」（暫定値）から「基本的項目の額」（速報値）を減じたうえで、

さらに、「株式等超過額の最大誤差値」の 2倍（ただし、最大誤差値の 2

倍が 50 億円未満の場合には 50 億円とする。）を減じた額（負値の場合は

ゼロとする）。 

② 7,500 億円から、当該買入対象先からの「株式買入等基本要領」に基

づく株式買入（平成 16 年 5 月 25 日＜火＞約定分まで）の累計額を減じ

た額（新規対象先の場合は 7,500 億円）。 

（３）修正限度額適用期間の取扱い 

  修正限度額適用期間での買入限度額（暫定限度額適用期間における買入

額を含む限度額）は、次のいずれかの金額のうち小さい金額とする。 

① 「株式買入にかかる修正基礎計数報告」（別添 3）における株式等超過

額（「規制対象株式残高」＜確定値＞が「基本的項目の額」＜確定値＞を

上回る額）。 

② 7,500 億円から、当該買入対象先からの「株式買入等基本要領」に基

づく株式買入（平成 16 年 5 月 25 日＜火＞約定分まで）の累計額を減じ

た額（新規対象先の場合は 7,500 億円）。 

 

以  上 

 ＜本件についての照会先＞ 
日本銀行考査局総務課 播本(はりもと)、利川（としかわ） 
 代表：03－3279－1111 
 



   

 

株式買入対象先選定申込書 

 

 

日本銀行の「株式買入等基本要領」における株式の買入対象先になることを希望

します。買入対象先として選定された場合には、株式買入に当って日本銀行が定め

るところに従います。 
 

 

平成 16 年   月   日 
 

（金融機関名）（注１） 
（役職名、代表者名） 

              （注２）            印（注３） 

  

日本銀行考査局長  殿 
 
（注１） 金融機関名を記入して下さい。 
（注２） 頭取、社長等が記名なつ印または署名して下さい。 
（注３） 金融機関名、役職名、代表者名、印章は、日本銀行に届出済の代表者の印鑑票、署名

鑑と同じものを使用して下さい。 

（別添１） 

この申込みにかかる連絡先（1～2名記入して下さい） 
  担当部署               役職名            氏 名              電話番号 



   

 

株式買入にかかる暫定基礎計数報告 

 

  日本銀行の「株式買入等基本要領」における株式の買入対象先になるために、以

下のとおり、暫定基礎計数を報告します。 

  なお、日本銀行から要請がある場合には、計数の裏付けとなる資料等を速やか

に提出します。 

 株式売却額が「１．規制対象株式残高」の確定値および「２．基本的項目の額」

の確定値から算定される修正買入限度額を上回った場合には、株式売却額が当該

修正買入限度額を超えた日以降の買入について解除されても異議なく、その場合

に日本銀行に生じる一切の損失を負担することを約します。 

 

１．規制対象株式残高（注1）（平成 16年 3月末、暫定値）        億円 

２．基本的項目の額（注2）（平成 16年 3月末、速報値）         億円 

３．株式等超過額の最大誤差値（注3）（平成 16年 3月末）        億円 

 
平成 16年   月   日 
 

（金融機関名）（注4） 

（役職名、代表者名） 

            （注５）          印（注６） 

日本銀行考査局長  殿 
 

（注 1） 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律（平成 13年法律第 131号）第 3条第 1項
に規定する株式等の保有額。ただし、本報告提出時における暫定値（申出時点で取得可能
な範囲のデータを用いて算定した値）。1億円未満切捨て。 

（注 2） 銀行法第 14条の 2の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件（平成 5年大蔵省告
示第 55号）第 4条または第 23条に定める基本的項目の額。ただし、本報告提出時におけ
る速報値（連結決算状況表に記載する速報値）。1億円未満切捨て。 

（注 3） 上記１．の暫定値および上記２．の速報値によって算出した「株式等超過額」（規制対
象株式残高が基本的項目の額を上回る額）が、平成 16年 6月末に判明する株式等超過額
の確定値から乖離すると見込まれる最大の値。 

（注 4） 金融機関名を記入して下さい。 

（注 5） 頭取、社長等が記名なつ印または署名して下さい。 

（注 6）  金融機関名、役職名、代表者名、印章は、日本銀行に届出済の代表者の印鑑票、署名鑑
と同じものを使用して下さい。 

 

（別添２） 



   

 

 

株式買入にかかる修正基礎計数報告 

 

  日本銀行の「株式買入等基本要領」における株式の買入対象先別の買入限度額算

定のために、以下のとおり、修正基礎計数を報告します。 

  なお、日本銀行から要請がある場合には、計数の裏付けとなる資料等を速やか

に提出します。 

 

１．規制対象株式残高（注1）（平成 16年 3月末、確定値）       百万円 

２．基本的項目の額（注2）（平成 16年 3月末、確定値）           百万円 

 

 
平成 16 年   月   日 
 
 

（金融機関名）（注3） 

（役職名、代表者名） 

           （注４）          印（注５） 

日本銀行考査局長  殿 
 

 

（注 1） 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律（平成 13年法律第 131号）第 3条第 1項
に規定する株式等の保有額。100万円未満切捨て。 

（注 2） 銀行法第 14条の 2の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件（平成 5年大蔵省告
示第 55号）第 4条または第 23条に定める基本的項目の額。100万円未満切捨て。 

（注 3） 金融機関名を記入して下さい。 

（注 4） 頭取、社長等が記名なつ印または署名して下さい。 

（注 5）  金融機関名、役職名、代表者名、印章は、日本銀行に届出済の代表者の印鑑票、署名鑑
と同じものを使用して下さい。 

 

 

（別添３） 
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